
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

期
日
を
定
め
る
政
令
要
綱

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年

法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
期
日
は
令
和
二
年
九
月
一
日
と
し
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
令
和
三
年
八
月
一
日
と
し
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
令
和
四
年
十
二
月
一

日
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
改
正
法
第
四
条
等
の
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と
。


